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第１章 基本的事項  

１ 計画策定の背景と目的  

⑴ 計画策定の背景  

これまで私たちの暮らしを豊かなものにしてきた大量生産・大量消費型

の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、環境の保全と健全な物質

循環を阻害するという側面があります。また、大量の廃棄物発生による最

終処分場のひっ迫や温室効果ガスの排出による地球温暖化問題など、様々

な環境問題が生じる原因の１つとなっています。 

このような環境問題の解決に向けて、環境への負荷ができる限り低減さ

れた「循環型社会」を形成することを目指し、平成１２年（２０００年）

に「循環型社会形成推進基本法」（以下「循環基本法」という。）が制定さ

れるとともに、各種リサイクル法が整備されてきました。 

また、循環基本法に基づき策定される循環型社会形成推進基本計画は、

平成３０年（２０１８年）の改定により第四次を迎え、地域循環共生圏形

成による地域活性化や、ライフサイクル全体での徹底的な資源循環等が重

要な方向性として掲げられています。 

近年の本市においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃

棄物処理法」という。）に基づき、平成２０年度（２００８年度）に一般廃

棄物処理計画（以下「前計画」という。）を策定し、食品ロス削減の取組み

である「残さず食べよう！３０・１０運動」を始め、「もったいない」を  

キーワードとしたごみ減量化施策を実施することにより、松本市環境基本

条例（平成１０年（１９９８年）制定）に明記した基本理念の１つである

「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」を目指してきま

した。 

平成２９年度（２０１７年度）には、前計画が計画年度を迎えたことか

ら、今後１０年間における本市の一般廃棄物及び生活排水の処理に関して、

長期的な視点に立った基本的な方針を明確化するために、「松本市一般廃

棄物処理計画（平成３０年度（２０１８年度）～令和９年度（２０２７年

度）版）」を策定しました。 

  

⑵ 計画策定の目的  

大量廃棄型の社会によって生じた地球温暖化問題を始めとした、本市を

取り巻く多岐にわたる環境問題を解決する上では、本市に携わる全ての人

が環境に配慮した行動を選択し、廃棄物の発生を抑制していく必要があり

ます。 

そこで、今後の本市における一般廃棄物の処理に関して長期的な視点に

立った基本的な方針を明確化するために、策定するものです。 
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⑶ 計画策定からの廃棄物分野における変遷  

     平成２９年度（２０１７年度）に「松本市一般廃棄物処理計画（平成  

３０年度（２０１８年度）～令和９年度（２０２７年度）版）」を策定して

から５年が経過し、その期間に国や県において、廃棄物分野の施策はより

一層展開されてきました。 

本市においても、表１－１のとおり、国や県の施策に基づく新たな取組

みの実施、中核市への移行及び主要な廃棄物処理施設の建設に係る事業の

開始など、大きな変革の時期を迎えています。 

 

表１－１ 各主体における廃棄物分野の動向 

年度 国 県 
松本市 

松塩地区広域施設組合 

H30 ・第四次循環型社

会形成推進基本

計画改定 

 ・松本市エコトピア山田再整備方針

決定 

・松本市災害廃棄物処理計画策定 

R01 ・食品ロスの削減

の推進に関する

法律施行 

  

R02   （松本市） 

・松本市食品ロス削減推進計画策定 

（松塩地区広域施設組合） 

・新ごみ処理施設基本構想策定 

R03  ・長野県廃棄物

処理計画（第５

期） 

（「食品ロス削

減推進計画」及

び「ごみ処理区

域化・集約化計

画」をあわせて

策定） 

（松本市） 

・中核市移行に伴い以下の条例を 

制定、改正 

⇒松本市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

⇒松本市廃棄物の適正な処理の 

確保に関する条例 

⇒松本市廃棄物の処理施設の設置

及び管理に関する条例 

・第４次松本市環境基本計画策定 

・松本市エコトピア山田全体基本 

計画策定 

（松塩地区広域施設組合） 

・新ごみ処理施設基本構想策定 

R04 ・プラスチック 

資源循環法施行 

 （松塩地区広域施設組合） 

・新ごみ処理施設基本計画策定 

R05 ・廃棄物処理法 

基本方針変更 
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⑷ 計画改訂の背景  

松本市一般廃棄物処理計画（平成３０年度（２０１８年度）～令和９年

度（２０２７年度）版）策定からの廃棄物分野における変遷を受け、中間

年度となる令和４年度（２０２２年度）を迎えたことから、２０５０ゼロ

カーボンシティの実現及び以下の観点を踏まえ、「松本市一般廃棄物処理

計画（平成３０年度（２０１８年度）～令和９年度（２０２７年度）版）

令和５年度（２０２３年度）改訂版」（以下「本計画」という。）として改

訂を行うものです。 

①上位計画である松本市総合計画及び松本市環境基本計画の内容との整合 

②人口推計に基づく数値目標の変更 

③中間年度（令和４年度）の目標排出量を達成できていないことから、 

計画最終年度の目標を達成するための、個別施策等の見直し 

 

２ 計画の位置付け  

本計画は、廃棄物処理法第６条第１項に基づき、策定されるものです。 

図１－１に示すとおり、松本市環境基本計画の下位計画に位置付けられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 本計画の位置付け（環境省のごみ処理基本計画策定指針より一部改変）  
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３ 計画期間  

本計画の計画期間は、平成３０年度（２０１８年度）から令和９年度  

（２０２７年度）までの１０年間とします。 

社会情勢の変化やごみ処理に係る大きな変更があった場合には、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

 

４ 計画対象  

  ⑴ 対象区域  

本計画の対象区域は、本市全域とします。 

   

⑵ 対象物  

ごみ（廃棄物）には、家庭から生じるごみ（家庭系ごみ）と事業活動によ

り生じるごみ（事業系ごみ）とがあり、事業系ごみには事業系一般廃棄物と

産業廃棄物とがあります。 

本計画の対象は、ごみ（廃棄物）の中でも本市から排出される「一般廃棄

物（家庭系ごみ及び事業系一般廃棄物）」とします。廃棄物の分類は、図   

１－２のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 廃棄物の分類 

 

爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は 

生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国宝松本城 

 

 

 

 

 

 

 

  


